
第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
妊娠期支援事業事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個 人 情 報 フ ァ イ ル が 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
乳幼児手帳・マイファイルの交付のために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５国籍、６

電話番号、７職業・職歴、８学業・学歴、９続柄・親族関

係、１０婚姻歴、１１家庭状況、１２居住状況、１３健康

状態、１４病歴、１５障害 

記 録 範 囲 
妊娠届出書を提出した者、医療機関等からの報告書を受け

た者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、本人以外からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル
） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
妊婦健康診査等事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

母子健康手帳の交付、妊婦健康診査（助産院を含む。）

の受診、妊婦歯科健診（指定医療機関）の受診、医師等

への謝礼支払のために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５国籍、６電話番

号、７職業・職歴、８学業・学歴、９口座番号、１０続柄・親族関

係、１１婚姻歴、１２家庭状況、１３居住状況、１４健康状態、１

５病歴、１６障害 

記 録 範 囲 

妊娠届出書を提出した者、医療機関等からの報告書（妊婦健康診査

受診票、妊婦超音波検査受診票、妊婦子宮頸がん受診票を含む。）

を受けた者、妊婦健康診査費用助成交付申請書を提出した者、支払

金口座振替依頼書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、本人以外からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
新生児聴覚検査助成事業事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
新生児聴覚検査の受診のために利用 

記 録 項 目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５国籍、６電話

番号、７職業・職歴、８学業・学歴、９口座番号、１０続柄・

親族関係 

記 録 範 囲 
妊娠届出書を提出した者、医療機関等からの報告書（新生児聴

覚検査受診票）を受けた者、新生児聴覚検査費用助成交付申請

書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、本人以外からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理フ
ァイル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
産後ケア事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

産後ケア事業利用申請（指定機関）決定、医師等への謝

礼支払のために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５電話番

号、６課税・納税状況、７公的扶助、８口座番号、９続

柄・親族関係、１０家庭状況、１１居住状況、１２健康

状態、１３病歴 

記 録 範 囲 
産後ケア事業利用申請書、アンケートを提出した者、支

払金口座振替依頼書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、本人以外からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿   
 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
妊産婦・未熟児訪問指導等事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 

妊産婦訪問指導票の作成、新生児訪問指導票の作成、医

師等への謝礼支払のために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５国籍、

６電話番号、７職業・職歴、８口座番号、９続柄・親族

関係、１０婚姻歴、１１家庭状況、１２居住状況、１３

健康状態、１４病歴 

記 録 範 囲 

出生通知票を提出した者、妊産婦訪問指導票を作成され

た者、新生児訪問指導票を作成された者、支払金口座振

替依頼書を提出した者 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無 

記録情報の収集方法  本人からの提出書類、本人以外からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に  

関する他の法令の規定 

による特別の手続等  

 

個人情報ファイルの  

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
産婦・乳幼児健康診査事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

各種健康診査アンケートの発送、６～７か月児健康診査の受診、９

～１０か月児健康診査の受診、経過観察記録、心理発達相談記録、

医師等への謝礼支払のために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５国籍、６電話番

号、７職業・職歴、８学業・学歴、９口座番号、１０続柄・親族関

係、１１婚姻歴、１２家庭状況、１３居住状況、１４健康状態、１

５病歴、１６障害 

記 録 範 囲 

各種健康診査アンケートを提出した者、医療機関等からの報告書

（６～７か月児健康診査受診票、９～１０か月児健康診査受診票、

）を受けた者、経過観察記録を作成された者、心理発達相談記録を

作成された者、支払金口座振替依頼書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、本人以外からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの  

名 称 
ファーストバースデーサポート事業事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが  

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの  

利 用 目 的 

ファーストバースデーサポート事業支給決定のために利

用 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５電話番

号、６続柄・親族関係、７家庭状況、８居住状況、９健

康状態 

記 録 範 囲 
ファーストバースデーサポート事業アンケートを提出し

た者 

個人情報を取り扱う  

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無 

記録情報の収集方法  本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に  

関する他の法令の規定 

による特別の手続等  

 

個人情報ファイルの  

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
３歳児健康診査事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

各種健康診査アンケートの発送、各種健康診査アンケートのデー

タパンチ、医師等への謝礼支払のために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５国籍、６電話番

号、７職業・職歴、８学業・学歴、９口座番号、１０続柄・親族

関係、１１婚姻歴、１２家庭状況、１３居住状況、１４健康状

態、１５病歴、１６障害 

記 録 範 囲 
各種健康診査アンケートを提出した者、医療機関等からの報告書

を受けた者、支払金口座振替依頼書を提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類、本人以外からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
東京都出産応援事業事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
東京都出産応援事業支給のために利用 

記 録 項 目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５続柄・

親族関係、６家庭状況、７居住状況 

記 録 範 囲 東京都出産応援事業の支給を受ける者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 ☑ 有   □ 無 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
出産・子育て応援交付金事務 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
出産・子育て応援交付金支給決定のために利用 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５電話番

号、６職業・職歴、７続柄・親族関係、８婚姻歴、９家

庭状況、１０居住状況、１１健康状態、１２病歴、１３

障害 

記 録 範 囲 
妊娠届出書を提出した者、出生通知票を提出した者、出

産・子育て応援交付金アンケートを提出した者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無 

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考  



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  
 

 

 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
大横保健福祉センター運営管理 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 
個人利用者及び各種教室・講座・サークル等の利用申請 

記 録 項 目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５電話番号・電子

メールアドレス、６続柄・親族関係、７家庭状況 

記 録 範 囲 市内に居住する 60 歳以上の者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人、実施機関内からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
無 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 ☑ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考 利用登録申請書 



第１号様式（第３条関係） 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿  
 

開 始 ・ 変 更 ・ 廃 止 
 ☑ 開始   □ 変更   □ 廃止 

   令和５年（２０２３年）４月１日 

個人情報ファイルの 

名 称 
大横保健福祉センター運営管理 

実 施 機 関 の 名 称 八王子市長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

健康医療部大横保健福祉センター 

個人情報ファイルの 

利 用 目 的 

個人利用者及び各種教室・講座・サークル等の名簿作成

等 

記 録 項 目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５電話番

号・電子メールアドレス、６続柄・親族関係、７家庭状

況、８健康状態、９病歴、１０障害 

記 録 範 囲 市内に居住する 60 歳以上の者 

個人情報を取り扱う 

事 務 の 委 託 の 有 無 
 □ 有   ☑ 無    

記録情報の収集方法 本人、実施機関内からの提出書類 

要配慮個人情報の有無  □ 有   ☑ 無    

記 録 情 報 の 

経 常 的 提 供 先 
無 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名 称）健康医療部大横保健福祉センター 

（所在地）八王子市大横町１１番３５号 

訂正及び利用停止に 

関する他の法令の規定 

による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの 

種 別 

 ☑ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル） 

   政令第２１条第７項に該当するファイル 
   □ 有   ☑ 無 

 □ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイ
ル） 

備 考 利用登録者名簿、各種教室・講座受講者名簿、健康相談記録簿 


